
第11 独立行政法人水資源機構

意見を表示し又は処置を要求した事項

浸水した場合の影響等を調査した上で、浸水対策の必要性及び優先度の判断基準等を
記載した指針を策定し、これに基づき、浸水対策を順次実施していくための浸水対策
計画を策定することにより、揚排水機場等における浸水対策が適切に実施されるよう
意見を表示したもの

科 目 固定資産
部 局 等 独立行政法人水資源機構
揚排水機場等の
概要

利水者に供給するために河川等の幹線水路の水を汲み上げる施設であ
る揚水機場、内水等をポンプにより排水するための施設である排水機
場、揚水機場と排水機場の両方の機能を備えた揚排水機場等の施設

検査の対象とし
た揚排水機場等
に設置されてい
るポンプ設備及
び電源設備の令
和 6事業年度末
現在の設備数及
び帳簿価額

ポンプ設備 273式 58億 6076万余円
電源設備 126式 18億 1261万余円
計 399式 76億 7337万余円

上記のうち想定
浸水深よりも低
い位置に設置さ
れているのに浸
水対策が実施さ
れていないもの

ポンプ設備 72式 26億 4228万円
電源設備 36式 9億 8119万円
計 108式 36億 2347万円（背景金額）

検査の対象とし
た令和 6年度末
現在で翌年度に
継続して工事が
実施されている
ポンプ設備及び
電源設備の改築
等に係る契約件
数及び契約額

3件 17億 0347万円（令和 4～11年度）
（うち、 6事業年度末
までの支出額 10億 5618万円）

上記のうち浸水
対策が実施され
ていないものに
係る契約件数及
び契約金額

3件 17億 0347万円（背景金額）
（うち、 6事業年度末
までの支出額 10億 5618万円）

【意見を表示したものの全文】

揚排水機場等における浸水対策について
（令和 7年 10月 1日付け 独立行政法人水資源機構理事長宛て）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。
記

1 揚排水機場等の概要等
⑴ 揚排水機場等の概要
貴機構は、独立行政法人水資源機構法（平成 14年法律第 182号）等に基づき、産業の発展
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及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図るため

に、水資源開発施設等の新築、改築又は更新（以下「改築等」という。）や、維持、修繕その

他の管理（以下「維持管理等」という。）を行っている。

水資源開発施設等は、農業用水、水道用水又は工業用水の供給（以下「利水」という。）

や、洪水調節、河川の流水の正常な機能の維持等（以下「治水」という。）を目的として設置

されるなどしている。そして、水資源開発施設等には、利水者に供給するために河川等の

幹線水路の水を汲み上げる施設である揚水機場、内水等をポンプにより排水するための施

設である排水機場、揚水機場と排水機場の両方の機能を備えた揚排水機場等（以下、これ

らを合わせて「揚排水機場等」という。）がある。

揚排水機場等の改築等及び維持管理等は、貴機構本社が定めた規程等に基づき、貴機構

の総合管理所等が実施しており、その費用は、国庫補助金、利水者からの負担金等により

賄われている。

⑵ ポンプ設備及び電源設備に係る浸水対策

総合管理所等は、揚排水機場等に、主ポンプ設備及び主ポンプ駆動設備（以下、これら

を合わせて「ポンプ設備」という。）を設置している。また、ポンプ設備等を稼働させるため

に必要な電力を供給する受変電設備及び常用電源が停電した場合に電力を供給する予備発

電設備等の非常用電源設備（以下、これらを合わせて「電源設備」という。）を設置してい

る。

貴機構本社は、ポンプ設備及び電源設備の改築等を行う際に適用する共通仕様書及び維

持管理等を行う際に適用する管理指針（以下、共通仕様書と合わせて「管理指針等」とい

う。）をそれぞれ定めて、総合管理所等に通知している。しかし、管理指針等においては、

ポンプ設備及び電源設備の設置に当たり特に浸水等に注意することなどと記載されている

ものの、浸水対策の具体的な方法についての記載はない。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

近年、我が国では、気候変動の影響により、極端な大雨の頻度が増加し、洪水等による浸

水被害が各地で発生している。一方、洪水等により揚排水機場等が浸水した場合には、ポン

プ設備や電源設備が損傷して停止し、揚排水機場等の利水及び治水の機能が発揮できなくな

るおそれがある。

そこで、本院は、有効性等の観点から、貴機構が管理する揚排水機場等に設置されている

ポンプ設備及び電源設備について、地方公共団体が公表しているハザードマップ
（注 1）

に基づき浸

水対策が適切に実施されているかなどに着眼して検査した。

検査に当たっては、 5総合管理所等
（注 2）

が管理する揚排水機場等 101施設に設置されているポ

ンプ設備計 273式（令和 6事業年度末現在の帳簿価額計 58億 6076万余円）及び電源設備計

126式（ 6事業年度末現在の帳簿価額計 18億 1261万余円）並びに 6年度末において翌年度に

継続して工事が実施されているポンプ設備及び電源設備の改築等に係る契約（ 3件、契約額

計 17億 0347万余円、 6事業年度末までの支出額計 10億 5618万余円）を対象として、貴機
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構本社及び 5総合管理所等において、図面等の関係書類及び現地の状況を確認するなどして
会計実地検査を行った。
（注 1） ハザードマップ 平均して 1,000年に 1度の割合で発生するような想定し得る最大規

模の降雨等を前提として想定される浸水の高さなどが表示された地図

（注 2） 5総合管理所等 霞ヶ浦用水管理所（令和 7年 4月 1日以降は利根川下流総合管理

所）、利根川下流、千葉用水、木曽川用水（ 7年 4月 1日以降は、木曽川中下流用水

総合管理所又は揖斐川・長良川総合管理所）各総合管理所、豊川用水総合事業部（ 7

年 4月 1日以降は豊川用水総合管理所）

（検査の結果）

検査したところ、 5総合管理所等が管理する揚排水機場等 101施設のうち 23施設は、ハ
ザードマップにおいて洪水等による浸水のおそれがあるとされている区域（以下「浸水想定区
域」という。）に所在していた。そして、23施設のうち 21施設

（注 3）
に設置されているポンプ設備

計 72式（ 6事業年度末現在の帳簿価額計 26億 4228万余円）及び電源設備計 36式（ 6事業年
度末現在の帳簿価額計 9億 8119万余円）は、想定される浸水の高さ（以下「想定浸水深」とい
う。）より低い位置に設置されているにもかかわらず、建物の水密化等の浸水対策が実施され
ておらず、また、21施設を管理する 5総合管理所等は、これらのポンプ設備及び電源設備
について、浸水対策を今後実施することに関して具体的な検討を行っていなかった。
このため、洪水等が発生して揚排水機場等が浸水した場合に、これらのポンプ設備や電源
設備が損傷して停止し、揚排水機場等の利水及び治水の機能が十分に発揮できなくなるおそ
れがある状況となっていた。
（注 3） 21施設 利根川下流、木曽川用水両総合管理所、利根、印旛、酒直各機場、新利根河

口水閘門機場、新附洲、新横利根両閘門機場、霞ヶ浦、船戸、新川、東庄、一之分

目、横芝、第一、木曽岬各揚水機場、導水制御工、牟呂松原頭首工、重宝排水機

場、長良導水施設、酒直水門

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
〈事例〉

霞ヶ浦用水管理所が管理する霞ヶ浦揚水機場は、茨城県の 11市 2町の農地約 19,300haに農業

用水を、同県の 8市 1町の約 32万人に水道用水を、同県の約 120会社等に工業用水をそれぞれ

供給している。

ハザードマップによると、同揚水機場は浸水想定区域に所在しており、想定浸水深は 0.5ⅿか

ら 3.0ⅿまでとなっていた。そして、同揚水機場に設置されている設備の設置位置を確認したと

ころ、ポンプ設備は地下に設置されているため地盤よりも 9.3ⅿ低い位置、また、電源設備のう

ち受変電設備は地盤からの高さが 0.2ⅿの位置、予備発電設備は地盤からの高さが 0.74ⅿの位置

にそれぞれ設置されていて、いずれもハザードマップにおける最大の想定浸水深 3.0ⅿより低い

位置となっていた。しかし、これらの設備について建物の水密化等の浸水対策が実施されておら

ず、また、霞ヶ浦用水管理所は、浸水対策を今後実施することに関して具体的な検討を行ってい

なかった。

このため、洪水等が発生して同揚水機場が浸水した場合に、ポンプ設備及び電源設備が損傷し

て停止し、同揚水機場の利水の機能が発揮できなくなって、利水者に対する水の供給に影響を及

ぼすおそれがある状況となっていた。
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また、21施設のうち 2施設
（注 4）

においては、 6年度末時点でポンプ設備及び電源設備の改築
等に係る工事計 3件（契約額計 17億 0347万余円、 6事業年度末までの支出額計 10億 5618

万余円）が実施中であった。そして、当該工事の内容について確認したところ、いずれの工
事も浸水対策を実施することなく、ポンプ設備及び電源設備の改築等を行うものとなってい
た。
（注 4） 2施設 新利根河口水閘門機場、新川揚水機場

このように、ポンプ設備や電源設備が想定浸水深よりも低い位置に設置されているにもか
かわらず浸水対策が実施されていないことについて、その理由を確認したところ、総合管理
所等は、管理指針等において、浸水対策の具体的な実施方法等が示されておらず、どのよう
に対策を実施すべきか判断できなかったためなどとしていた。
（改善を必要とする事態）

浸水想定区域に所在する揚排水機場等において、ポンプ設備及び電源設備が想定浸水深よ
り低い位置に設置されているのに浸水対策が実施されておらず、浸水対策を今後実施するこ
とに関して具体的な検討が行われていない事態は適切ではなく、改善の要があると認められ
る。
（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴機構本社において、揚排水機場等の浸水対策を実施
することの重要性に対する理解が十分でなく、揚排水機場等の浸水対策に関する具体的な実
施方法等を示した指針を策定し、総合管理所等に対して示していないことなどによると認め
られる。
3 本院が表示する意見
近年、我が国では水害が激甚化、頻発化しており、今後も気候変動の影響により降水量が
増大することなどが懸念されている。
ついては、貴機構本社において、揚排水機場等における浸水対策が適切に実施されるよ
う、次のとおり意見を表示する。
ア 各揚排水機場等が洪水等により浸水した場合の影響等についての調査を総合管理所に実
施させて、その結果を報告させること
イ 想定される浸水被害、利水者に与える影響の程度、応急復旧の難易度等を踏まえた浸水
対策の必要性及び優先度の判断基準、設置場所等に応じた具体的な浸水対策の参考例等を
記載した指針を策定して総合管理所に通知すること
ウ イの指針に基づき、改築等に係る工事を実施中の揚排水機場等も含めて、各揚排水機場
等において浸水対策を順次実施していくための浸水対策計画を期限を定めて総合管理所に
策定させること
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